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ネス・ミーティングで、役員紹介、活動報告、今

後の課題などが報告され、各国の小児がん看護実

践・研究グループとのリンクなどが課題とされた。

その後、口演が2群あり閉会式となった。「来年

インドで会いましょう」と名残を惜しみつつ会場

を後にした。最後の夜は、千葉県がんセンターの

中川原章先生もご一緒に「スイス料理と音楽」で

有名なレストランでチーズフォンデュを楽しみ、

近未来のがん治療薬や中川原先生を会長として

08年に開催される神経芽腫の国際学会などが話

題となった。

この会に参加し、また海外の小児病院を訪問す

るたびに、日本の小児がん看護実践の質は高く、

研究も優れていることを実感するが、職種間の連

携やチーム医療を実現するシステムが弱いことを

痛感する。「トータルケア」を掲げ、小児がん学

会、小児血液学会、小児がん看護研究会、がんの

こどもを守る会の同時期開催を進めて3年が経過

した。今後さらに研究を積み重ねることとともに、

臨床家と研究者、各学会、研究会の問、各職種の

間などさまざまな局面での連携を深めて、社会に

対しても、行政や国の政策に対しても発言してい

くことが日本における小児がんのこどもたちと家

族によいケアが届くために必須であると考えてい

る。

（日本小児がん看護研究会会長梶山祥子）

講義後、 Dr.Faith Gibson、平田美桂さんと
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コラム

忘れられない小児がんの子どもとご家族

千葉県こども病院小原美江

もう十数年経つが、 Y君は脳腫蕩で、私が以前勤めていた総合病院に入院してきた。担当医は、 Y君が

中学生であることから、頭の中におできがあり、それが原因で頭痛があったり、吐いたりすると説明した。

手術を行ったが、腫蕩は大きく、場所も悪く、全部は取れなかったため、放射線治療を行うことも本人に

伝えた。Y君は自分の病気のことを「こいつは親友なんだけど、悪友なんだよね。こいつとはいい時ぽっ

かりじゃないんだ。」 と話してくれた。Y君は、頑張って治療に参加してくれた。何が起こるかを理解し、

受け入れていたようであった。ご家族は全員でY君を支え、明るく、時には冗談を交えた会話をし、心の

支えとなっていた。随分前ではあるが、患児本人への病状説明をきちんと行ったことで、本人の疾患に対

する理解と病気に立ち向かっていく力を支えられたのではないかと思っている。

退院後、Y君はアメリカへ家族旅行に行き、その思い出をうれしそうに、病棟に報告に来てくれた。私は、

今もその時の笑顔は忘れていない。しかし、その後再発し、 2度目の入院の時はご家族と医師が話し合い、

小さい子どもの泣き声のしない静かな環境である成人の病棟への入院を選択した。しかし、治療の効果は

認められず、出来る限り家で看たいというご家族の希望で在宅療養へ切り替え、主治医が定期的に訪問す

ることになった。3回目の入院は、ご家族の希望で小児病棟であった。本人のことをよく知っている看護

師のいるところを選択したということであった。Y君の意識はほとんどなく、私たちは看取りのケアを行

う看護師として選ばれたのだと，思った。

Y君が亡くなったその日、日中は落ちついていたので、夕方、主治医と私がご家族のところへ行き、今

日は落ち着いていますから大丈夫ですねと話し、その時、 Y君の祖父母が岡山から来ていたので、父親は

祖父母と共に家に帰り、母親だけが泊まっていた。ところが、夜中に体位交換したことをきっかけにY君

は急変し亡くなってしまった。一人で付き添っていた母親はパニックに陥り、その勤務の受け持ち看護師

が行ったケアのせいで急変したと泣き叫んで、いたことを、後で、知った。私は亡くなったという知らせを受

けすぐに病院へ行き、ご家族と話をしたときには母親は落ちつきを取り戻していた。お見送りは主治医と

私と当直師長の3人で寂しい別れとなった。

亡くなった後にも、ご家族と手紙でのやりとりを行っていたが、母親は1年間、 Y君の部屋をそのまま

とし、外にも出られないで、いた。亡くなって 1年後に母親を訪問した。Y君のことは時間が過ぎてもず、っ

と同じ年のままであること、同じ年代の子どもたちをみるのがつらくて外出できないこと、また、 Y君に

ついて同じ思い出をもっている人と話すことで気持ちが楽になれるが、周りにはいないと話していた。そ

して、 1年経ってやっと、家から外に出ることができるようになり、妹のことも考えられるようになり、

Y君との思い出が強く残っていてつらいので、引っ越すことにしたと話してくれた。丸1日、母親と話を

したが、それでも足りないくらい時間が経つのが早かった。ご家族にとって最期のときを迎えるのはつら

いことである。Y君のご家族は心の準備ができていなかった、また、その場の看護師の対応が不十分だ、っ

たということが考えられ、そのことから、心の準備ができるようにご家族と一緒に考え、スタッフ間では

共通の理解ができるように話し合いをもっ等、支援できることがあったのではないかと悔やんでいる。ま

た、母親は同じような体験や、 Y君の話を共有できる相手が必要で、あることを痛感することになった。Y

君の言葉やご家族の姿はこれからもず、っと忘れることができない。
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会報

日本小児がん看護研究会第4固

第4回日本小児がん看護研究会は、第22回日本小児がん学会、第48回日本小児血液学会と同時期開催

として行われた。また「がんの子供を守る会jと併行開催された。（平成18年11月24日～26日）

会長：古川弘美 （大阪府立母子保健総合医療センター）

I.テーマ：小児がんをもっ子どもと家族へのケアの検証と創造

日時：平成 18年11月24日（金）、 25日（土）II . 

皿．会場：グランキューブ大阪

N. プログラム

11月24日

教育講演： 『End-oιLifeのケアの質向上ための取り組みJ

座長：山中久美子（大阪府立大学看護学部小児看護学）真里松岡千葉県こども病院

日常生活の支援とケア、教育支援などターミナルケア、緩和ケア、口演演題（一般演題16題）

ターミナルケア、家族看護、教育支援など緩和ケア、ポスターセッション（一般演題20題）

11月25日

教育講演： 『子どもの権利と癒しの環境j

祐子 （大阪府立母子保健総合医療センター）座長：尾添和江高柳日本医科大学

看護シンポジウム： 『小児がんの子どもと家族の心の癒しJ

裕子 （大阪医科大学付属看護専門学校）、座長：西山

美枝 （大阪府立母子保健総合医療センター）上吹越

アーテイストJシンポジスト： 「子どもたちの仲間、

祐範平井大阪市立大学医学部・附属病院庶務課

一病院ボランティア活動から学ぶ一」「支え、支えられる関係

祥子梶山神奈川県立こども医療センター

「病気とたたかう子どもたちの夢のキャンプ

そらぷちキッズキャンプの今日、そして明日－J

昭男窪田大阪府立母子保健総合医療センター小児外科

「病棟におけるあそびの活動紹介と、その影響について感じること」

富山金崎大阪府立母子保健総合医療センター看護部

小児がん患者の立場から－」

’倍松島札幌医科大学医学部2回生
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合同シンポジウム： 『トータルケアと子どもの権利』

座長：小野次郎（和歌山大学）、山田 泰子（大阪府立母子保健総合医療センター）

シンポジスト： 「子どもの権利について」

大阪弁護士会子どもの権利擁護委員会いぶきの法律事務所 岩佐嘉彦

「小児がんの子どものケア環境から子どもの権利について考えるJ

長野県看護大学 竹内幸江

「小児病棟における面会規則緩和への取り組みJ

大阪府立母子保健総合医療センター看護部 小川千鶴

「英病院におけるホスピタルプレイスペシャリストの役割と日本への導入

試行錯誤とその課題一J

大阪府立母子保健総合医療センター HPS 後藤真千子

「特別支援教育と病弱養護学校の役割J

大阪府立羽曳野養護学校 西上優子

「小児がんの子どもの教育一制度上の課題一」

国立特殊教育総合研究所 西牧謙吾
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日本小児がん看護研究会第2回関東地方研修会報告

第2回関東地方研修会は「小児がんの在宅ケ

ァ」をテーマに平成18年3月12日に開催されま

した。今回もご案内はメーリングリストと関東地

方の病院施設のみであったにもかかわらず、北海

道からの方も含め 101名もの参加者がありまし

た。

はじめに在宅ケアの看護総論として、聖路加国

際病院訪問看護科ナースマネージャー・押川真喜

子先生にご登壇いただきました。先生ご自身が

小児の在宅ケアについて学んだ、と言われる事例

をご紹介されつつ、在宅ケアは看護師個人の判断

能力や技術力が重要である専門領域であることと

し、在宅ケアのプロは優しさよりもまず技術、と

強調されました。また看護師が理解しておくべき

事と して、 「家族は在宅ターミナルを受け入れて

も、子どもが死ぬという事実を受け入れているわ

けではない」、など貴重なご意見をいただきまし

た。御著書のなかでも「在宅で死ぬということ」、

「自宅で迎える幸せな最期」（いずれも文芸春秋社）

では、今回のご講演の中で引用された事例の他、

小児の事例も多数とりあげていますとご紹介いた

だきました。

次に、埼玉県立小児医療センター副院長・血液

腫蕩科医師・花田良二先生に、「小児がん診療22

年の経験一在宅医療の関所と希望」と題してご講

演をいただきました。先生の豊富な経験を元に、

小児がんの治療状況に関する最新データや埼玉県

立医療センターのCVラインに関する感染・ 事故

等の率など、ほとんど統計データが報告されてい

ない貴重な数字をお示し頂きました。また、診療

報酬改訂に関する在宅ケアの変更事項など資料を

ご呈示いただき、「専門家ではないのでつっこま

ないでください」と言われながらも詳細な解説を

いただきました。先にご講演をいただいた押川先

生は在宅ケアのーっとして輸血等も実施されてい

る事をお話されましたが、看護師のみで行う医療

行為については法律的には難しい判断となること

を指摘されました。また、高齢者の在宅ケアに焦

点のあたった今回の改訂では、小児の在宅ケアへ

のメリットは少ないこと、在宅ケアに関する現状

として制度が状況に追いついていないことを指摘

され、こういった問題を現実的に事例毎に解決し

ていくことが重要と示されました。

最期に「輝くいのちは光の中に、最後まで自分

らしさを失わずに」と題して、在宅で最期をみと

られた経験をもっ高野さんにお話いただきまし

た。闘病生活の中で数々の厳しい体験をしながら

も、いつも子どもが笑顔でいられるようにと「お

出かけJや「イベント」を楽しみにする生活を心

がけられたことなど、厳しい治療をうける子ども

にとって何が大切なのかをあらためて教えていた

だいたように思いました。つらい治療の途中で

も、子どもには遊びと希望ある生活を、家族へも

精神的な支援を、ひらかれた情報や選択肢も必要

と、昔から言われていても、なかなか変わらない

医療の課題が示されました。講演のはじめ、途中、

そして最期に、亡くなられた七海ちゃんのスナッ

プをスライドショーで見せていただきました。笑

顔で家族に固まれる姿に、会場では涙された方も

多かったことと思います。ご講演の途中、高野さ

んご自身も涙がとまらず、ご著書の一部を患者会

の井上さんに代読してもらいながらお話する状態

となりました。2年前の出来事とはいえ、そのよ

うな心理状態でも私どもの依頼を引き受けてくだ

さったのは、今の医療や看護の在り方を、少しで

も子ども・家族の立場から見直して欲しい、もっ

ともっと良いものに変えて欲しい、という強い意

思なのだと理解することができました。小児がん

のターミナルケアやひいては小児医療全体に対す

る高野さんからの要望は、 一人一人の看護師の努

力はもとよりこのような会の総意を結集してゆく

必要性も感じました。

今後も近畿小児がん研究会看護部門のみなさま

とも連携を強め、小児がん看護の質向上を目指し

た活動を展開してゆきたいと思います。当日は強

風のため、京葉線が減速運転になるなどハプニン
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グもありましたが、 10分遅れで開始した以外は

すべて滞りなく会を進めることができました。ご

出席の会員の皆様、役員、実行委員の皆様、ご協

力ありがとうございました。重ねてお礼申し上げ

ます。

第2回関東地方研修会担当

東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科

丸光恵

千葉県こども病院看護局松岡真里
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研究委員会報告

．下記の研究を本研究会の研究活動の事業のーっとして位置づけ、活動してきました。

平成 16-19年度科学研究費補助金基盤研究 （B)(2) 

「小児がんをもっ子どもと家族の看護ケアガイドラインの開発と検討」

［研究目的］

わが国の小児がんの治療は、専門医によるグループスタデイや造血細胞移植等さまざまな治療法の開発

により進歩してきましたが、このような子どもや家族のケアは未だ十分とはいえず、施設格差の問題等も

指摘されています。そこで、私達は、平成 16-19年度科学研究費補助金をうけ、 子どもの小児がん発症

直後から治療終了後のケアまで，医療・教育・福祉・地域の連携を視野に入れ， 看護としてどのようなこ

とが求められているのかをふまえて、ケアを行う看護師への支援に繋がる看護ケアガイドラインを開発し

検討するために本研究に着手しました．

［研究経過］

平成 16年度には、文献検討および第2回小児がん看護研究会の演題内容の分析等を通して小児がん看

護の課題を明確にするとともに、看護ケアガイドラインの項目および内容の検討を行いました。平成 17

年度～ 18年度にかけて、 1）わが国の小児がんをもっ子どもと家族がどのようなケア環境に置かれてい

るかを把握する、 2）小児のがん看護に携わる看護師の日常ケアに対する認識を知ることを目的に、病棟

師長および看護師を対象に質問紙調査を実施し、それらの結果を第4回日本小児がん看護研究会にて報告

しました。さらに看護師の認識を深く探るために、看護師の生の声を聞くことが必要と考え、グループイ

ンタビューを実施しました。これらを基に、ガイドラインの項目の検討を重ね、平成 18年度末にガイド

ラインの草案を作成しました。

［今後の活動計画］

平成 19年度に、専門看護師、患者・家族、医師などによるケアガイドラインの内容の評価検討を重ね

た上で、完成したケアガイドラインの紹介および普及のための研修会を計画しています。研修会を実施し

ながら、さらにケアガイドラインの評価・検討を重ねながら改訂していくことにより、臨床現場の看護師

支援のためのよりよい看護ケアガイドラインの作成へと繋げていきたいと考えています。

平成 16 19年度科学研究費補助金基盤研究 （B)(2) 

「小児がんをもっ子どもと家族の看護ケアガイドラインの開発と検討」研究班
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日本小児がん看護研究会会長梶山祥子



役員会報告

20006年度活動報告

1.役員会：年5回実施。議事内容は、会員 MLにて報告した。

2.第4回日本小児がん看護研究会：

平成 18年11月24日（金）・ 25日（土）に、大阪国際会議場にて、第22回日本小児がん学会・第

48回日本小児血液学会同時期開催において、第4回日本小児がん看護研究会（会長安達弘美）と

して併行開催した。教育講演2、看護シンポジウム・合同シンポジウム各1で、演題数は36題、

参加者は約360人であった。

3. ニュースレター：年2回発行。

4.研究会誌：第2号を平成 19年3月発行。

5.研究委員会活動：

科研「小児がんをもっ子どもと家族の看護ケアガイドラインの開発と検討」を研究会事業として継

続し、平成18年11月、看護師へのグループインタビューを行った。

ガイドラインの項目の検討を重ね、平成 19年3月にガイドラインの草案を作成した。

6.研修会活動：

「子ども達への病気の説明や告知」をテーマに、平成19年2月3日 （土）に第3回関東地方研修会

を神奈川県立こども医療センターにて開催した。

7. 2006年度予算： 2006年度研究会予算を参照。
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第5回日本小児がん看護研究会の開催にあたって

第5回日本小児がん看護研究会
会長塩飽 仁

（東北大学医学部保健学科看護学専攻）

このたび、第5回日本小児がん看護研究会を、平成 19年 12月14日から 16日にわたって仙台で開催さ

せていただくことになりました。

日本小児血液学会、日本小児がん学会、血友病看護研究会、がんの子供を守る会との同時期開催4年目

となります。

メインテーマは「トータルケアの原点に戻るー子供と家族の継続的支援」といたしました。

小児科病棟に勤務して間もなくのころ、終末期の子供と家族を目の前にして感じた無力感を、私は 20

年近くたった現在も忘れることができません。その後、機会をいただいて東北大学病院の小児科外来で「小

児看護外来Jを開設し、 子供と家族のメンタルケアを実践してきました。ここ数年は入院や外来を問わず

小児がんの子供と家族が直面する様々な課題についての相談が看護外来に集まってくるようになりまし

。
た

退院できるのに退院がこわくなってしまった親子、学校に行きにくくなってしまった子供、からだの傷

がこころの傷に変わっていく子供、また、子供を亡くした家族、きょうだいを失った子供など、医療機関

という枠を超えてケアを必要としている子供や家族の支援に、私たち看護者はどのように取り組んでいる

のか、どのように取り組めるのか、またどうあるべきなのかと、問い続けることを怠ることはできません。

そして、それは看護者であれば誰しもが感じる無力感という道しるべにしたがう、専門家の専門家たる

活動なのだとも思えます。

今回のテーマは、このような想いを込めて決めさせていただきました。

「トータルケアの原点に戻るJというテーマは、2008年日本小児がん学会の細谷亮太会長と連携して2

年連続のテーマとなります。

第5回研究会では、特別講演、教育講演、 シンポジウム、 一般演題発表を予定しております。2007年

2月中旬にはホームページを開設いたしますので、下記URLをご参照いただきたくご案内申し上げます。

企画が決まり次第、順次詳細を公表いたします。また、演題はテーマに関連したものに限らず、広く小児

がん看護にかかわるものをお寄せいただきたいと思います。

雪と光で彩られた冬の仙台においでいただき、ぜひ子供と家族のケアについて知り、深め、考え、発信

していただきたいと思います。運営委員一同が精一杯努力して開催の準備をすすめてまいります。

会員の皆様方の演題のご応募、ご参加をこころよりお待ち申し上げます。

学会ホームページ： http://www.congre.eo.jp/2007 gan-ketsueki 
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日本小児がん看護研究会会則

第1章総則

第1条 本会は、日本小児がん看護研究会 (Japanese

Societyof Pediatric Oncology Nursing -

JSPON）と称する。

第2条本会に事務局を置く。

第2章 目的および事業

第3条 本本会は小児がんの子どもと家族を支援す

る看護実践と教育の向上と発展に資するこ

とを目的とする。

第4条本会はその目的を達成するため、次の事業

を行う。

研究会の開催

一機関誌の発行
一 小児がん看護の実践、教育、研究に関
する情報交換

四 各地の親の会との交流

五 その他本会の目的達成に必要な活動

第3章会員

第5条本会の会員は次のとおりとする。

一 一般会員

二賛助会員

第6条会員は小児がん看護の実践、教育、研究ま

たは小児がんの子どもと家族への支援に携

わっており、本会の主旨に賛同するものと

する。

2 会員は研究会への発表、機関誌への投稿

とその配布を受けることができる。

第7条 賛助会員は本会の目的に賛同し、本会の目

的達成に協力するために入会を希望して役

員会の承認を得るものとする。

2 賛助会員は機関誌等の配布を受けること

ができる。

第4章会費

第8条本会の会費を以下のとおりとする。

一般会員年額5,000円

二 賛助会員年額個人 l口 10,000円

法人 l口 50,000円

第5章役員

第9条本会に次の役員をおく。

会長 1名

副会長

幹事

監事

2名

若干名

3名

2 幹事の中で庶務担当者、会計担当者、研

究会担当者、機関誌担当者、広報担当者を

きめる。

3 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。

第6章会議

第10条本会に次の会議をおく。

一 役員会

一 主主＞A一一 l也、:z;;;

2 役員会は年3回開催し、活動計画、予算

案を作成し計画に基づいて会の運営を行う。

3 総会は年1回開催し、役員会は総会にお

いて実施した活動内容および活動計画、決

算および予算案を報告する。

第7章委員会

第11条本会に必要な委員会をおき、委員長をおく。

各委員会

研究委員会

一研究会誌・編集委員会
一研修委員会

第8章会計

第12条本会の会計は下記による

会費

二 本会事業に伴う収入

第9章会則の変更

第13条 本会の会則を変更する場合は、役員会の議

を経て総会に報告する。

第10章雑則

第14条 この会則に定めるものの他、本会の運営に

必要な事項は別に定める。

第11章付則

・この会則は2003年2月8日から施行する。

．この会則は2004年5月15日から実施する。
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論文中の個人情報保護にかかわるガイドライン

日本小児がん看護研究会では、論文中の個人情報保護にかかわるガイドラインを 「疫学研究に関する倫

理指針」（平成 14年6月17日 文部科学省・厚生労働省発行）に準拠し作成したので、投稿の際には、

下記の基準に従って作成してください。

1 .対象となる個人情報

本ガイドラインにおける 「個人情報jとは、その個人が生存するしないにかかわらず、個人に関する情

報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などにより特定の個人を識別することがで

きるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることに

なるものを含む。） をいいます。

2.論文中の個人情報

論文中には、以下の項目に関して個人情報が含まれている可能性があります。個人情報保護のための配

慮として、該当部分の削除、匿名化、概略化を行って下さい。匿名化とは、個人を識別することができる

情報の全部又は一部を取り除き、代わりにその人と関わりのない符号又は番号を付すことをいいます。具

体的な匿名化、概略化の例を以下に示します。

＜研究方法＞

・調査対象や調査施設、調査地域などに個人を特定しうる名称や生年月日、固有名調（病院名や市町村

の名前など）を含まないように匿名化して記載してください。

例： 東京都 → A県

－実際の人口や世帯数、入院日数などの数値は地域や個人の特定につながる可能性がありますので、例

のように概略化を行ってください。

例： 人口 83,823人→人口約8万4千人

＜研究結果＞

－個々の事例の記載について前述の個人’情報に該当するものがないかご確認ください。

＜謝辞＞

－病院名、個人名などが含まれる謝辞は研究対象者個人の識別が可能になる場合があります。

上記以外にも個人を特定できる情報はありますので、個人情報保護のための表現上の配慮をお願いします。

3.個人情報の保護に関する責任

論文中の個人情報の保護に関して問題が発生した場合は著者がその責任を負いますので、確認および個人

情報保護のための表現上の配慮を著者の責任において確実に行ってくださるようお願いいたします。

日本小児がん看護研究会投稿規定
6.掲載費用

平成 16年 11月21日

日本小児がん看護研究会

2）別刷料について 費用は自己負担で、代金は以下の通りです。

10頁以内（50部単位で）・・・ 5,000円

20頁以内 （50部単位で）・・・ 8,000円

100部・・・ 15,000円

200、300部・・・ 20,000円

別冊については、編集委員会事務局より投稿者へ申し込み用紙をお送りいたします。
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「小児がん看護j投稿規定
1.投稿者の資格

投稿者は本研究会会員に限る。共著者もすべて会員

であること。但し、編集委員会から依頼された原稿に

ついてはこの限りではない。

2.原稿の種類は原著、報告、論説／総説とする。

1）原著：主題にそって行われた実験や調査のオリ

ジナルなデー夕、資料に基づき新たな知見、発

見が論述されているもの。

2）研究報告：主題にそって行われた実験や調査に

基づき論述されているもの。

3）実践報告：ケースレポート，フィールドレポー
トなど。

4）論説：主題に関する理論の構築、展望、提言。

総説 ：ある主題に関連した研究の総括、文献についてま

とめたもの。

5）その他

3.投稿の際の注意
1）投稿論文の内容は、他の出版物（国内外を問わ

ず）にすでに発表あるいは投稿されていないも

のに限る。

2）人を対象にした研究論文は、別紙の倫理基準に

適合しているもので、対象の同意を得た旨を明

記する。また学会、公開の研究会等で発表した

ものは、その旨を末尾に記載する。

4.著作権

1）著作権は本研究会に帰属する。掲載後は本研究

会の承諾なしに他誌に掲載することを禁ずる。

最終原稿提出時に、編集委員会より提示される

著作権譲渡同意書に著者全員が自筆署名し、論

文とともに送付すること。

2）本研究会誌に掲載された執筆内容が第三者の著

作権を侵害するなどの指摘がなされた場合に

は、執筆者が責任を負う。

5.原稿の受付および採否

1 ）投稿原稿の採否は査読を経て編集委員会が決定
する。

2）編集委員会の決定によって返送され、再提出を

求められた原稿は原則として3ヶ月以内に再
投稿すること。

3）編集委員会の決定により、原稿の種類の変更を
投稿者に求めることがある。

4）投稿された論文は理由の知何を問わず返却しな
し、。

5）著者校正著者校正を 1回行う。但し、校正の
際の加筆は原則として認めない。

6.掲載費用

1）掲載料規定枚数を超過した分については、所

要経費を著者負担とする。

2）別刷料別刷はすべて実費を著者負担とする。

3）その他 図表等、印刷上、特別な費用を必要と
する場合は著者負担とする。

7.原稿執筆の要領

1 ）原稿の書式はA4サイズで1行全角35字、 1ペー

ジ30行で15枚以内（図表を含む）とする。超過分

の必要経費および別刷代金は著者負担とする。

また、査読後の最終原稿の提出の際には、氏名、

機種を明記した3.5インチ ・フロッピー（テ
キストファイル形式）または、 CD-ROMを添
付する。

2）原稿は新かなづかいを用い、格書にて簡潔に記

述する。

3）外来語はカタカナで、外国人名、日本語訳が定
着していない学術用語などは原則として活字

体の原綴りで書く。

4）見出しの段落のはじめ方は、 I., Il. 

1.' 2. ・・・、 1)' 2) －一、 ①， ②・・・などを

用いて明確に区分する。

5）図・表および写真は、原稿のまま印刷するため、

明瞭に墨書されたものに限り、挿入希望箇所を

本文中に明記する。

6）文献記載の様式
(1)文献は最後に筆頭著者の姓のアルファベッ

ト順に一括して記載する。引用文献は文中の引

用部分の後に（ ）を付し、そのなかに、著者

の姓および発行年次（西暦）を記載する。

(2）記載方法は下記の例示のごとくする。

①雑誌掲載論文・・・著者名（発行年次）．論

文表題．

雑誌名，巻（号），頁．

②単行書・・・著者名（発行年次）：本の表題．

発行地，発行所．

③翻訳書・・－著者名（原稿のまま）（原書発

行年次） ／訳者名（翻訳書の発行年次）：翻訳

書表題発行所

7）原稿には表紙を付し、上半分には表題、英文

表題、著者名（ローマ字も）、所属機関名、図

表および写真等の数を書き、キーワードを日本

語・英語でそれぞれ3～5語程度記載する。下
半分には朱書で希望する原稿の種類、別刷必要

部数、著者全員の会員番号、編集委員会への連

絡事項および連絡者の住所氏名などを付記す

ること。

8）原著は、 250語前後の英文抄録ならびに400字程

度の和文抄録をつけること。英文抄録は表題、

著者名、所属、本文の順にダブルスペースでタ

イプする。

8.投稿手続き

付則

1 ）投稿原稿は3部送付する。うち、 1部は正本と
し、残りの2部は投稿者の氏名および所属等、

投稿者が特定される可能性のある内容をすべ

て削除したものとする。

2）原稿は封筒の表に「日本小児がん看護研究会誌

投稿論文Jと朱書し1記に簡易書留で郵送する。

〒180-8618東京都武蔵野市境南町1-26-33

日本赤十字武蔵野短期大学

日本小児がん看護研究会編集委員会事務局

FAX : 0 4 2 2 -3 1 -3 4 6 3 

この規定は、平成16年11月20日から施行する。

この規定は、平成17年7月24日から施行する。
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編集後記

昨年9月にイギリスを経由しスイス（ジ、ユネーブ）で開催されたSIOP（国際小児がん学会）

に参加し、たしました。今年はインド（ムンパイ）において開催される予定です。様々な分野

の実践家や研究者・家族で構成され、小児がんの子どもと家族をトータル的にみようと企画

されています。私は 1998年の横浜開催から参加し、毎年多くの刺激を受けています。今年

もSI 0 Pでどんな出会いがあるか、どのような刺激を受けられるか楽しみです。そして、

日頃感じていることは、欧米では多くのスペシャリストの中にPediatricOncology Nurses 

(PON）が存在し活躍していることです。いつか日本でも小児がん看護のスペシャリストが

育つ日が来ることを願っています。その一翼をこの研究会誌が担えればと，思っています。

研究会誌第2号をお届けいたします。当初は投稿件数が少なく、どうなることかと案じて

いましたが、皆様のご協力でl号に負けない重みと厚さになりました。昨今は“研究の質”

としての形にこだわるあまり、もっとも身近な話題や内容が抜け落ちる傾向にもあるように

思います。本誌は臨床におられる方々も発表する場とするように編纂し努力しております。

まだまだ小規模の研究会ではありますが、会員の皆様が日頃熱心に取り組まれている内容を

形にしていただける機会になっていければと願っております。皆様からの投稿論文・ご意見

をお持ちしています。

お忙しい中、査読をお引き受けいただきました方々には、編集委員一同心から感謝申し上げ

ます。

野中淳子

編集委員 委員長：森美智子（日本赤十字武蔵野短期大学）

委員：野中淳子（神奈川県立保健福祉大学）

委員：佐藤美香（日本赤十字武蔵野短期大学）

平成19年3月発行

発行所 日本小児がん看護研究会、編集委員会

〒180-8618

東京都武蔵野市境南町1-26 -33 

電話 0422-31 -0116 

代表梶山祥子

製作 日本小児がん看護研究会

印刷ムサシプレス株式会社
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